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長
は
谷
せ
川
がわ
　裕
ゆう
治
じ
さん（三刀屋町乙加宮）

　長谷川さんは、幼い頃から和牛を見て育ち、島根県立農林大学校を卒業後、畜産関係の
仕事をしながら、繁殖和牛農家である実家の手伝いをしてきました。平成30年からは本
格的に家業を継承し、現在は両親と妻の真

ま

代
よ

さんとともに、40頭の和牛を飼育しています。
　和牛飼育では、近くの田畑で栽培したトウモロコシや牧草などの自給飼料をできるだけ
使用し、安全・安心でバランスの良い給餌を心掛けながら、高騰する餌料費対策として、
経営コストの削減にも取り組まれています。
　今後は、さらに飼育頭数を増やし、全国に誇れる奥出雲和牛の生産に努めていきたいと
のことです。



農地法の許可申請書、届出書の様式は農業委員会ホームページ（左記二次元コード）に掲載しています。

＜農地法の手続き＞
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雲
南
市
農
業
振
興
施
策
に
関
す
る

意
見
書
回
答
（
要
旨
）

を
進
め
て
い
き
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、

高
品
質
な
米
の
生
産
や
価
格
情
報
提
供

を
通
じ
て
、
適
切
な
品
種
選
択
を
支
援

し
て
い
き
ま
す
。

 　

 　
ま
た
、
栽
培
講
習
会
な
ど
を
通
じ
て
、

品
種
に
あ
っ
た
適
正
な
防
除
体
制
が
図

れ
る
よ
う
農
家
へ
助
言
し
て
い
き
ま
す
。

 

Ｑ
．農
業
者
へ
の
各
種
支
援
に
つ
い
て 

 
Ａ
． 市
内
農
業
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
「
雲
南

市
地
域
農
業
サ
ポ
ー
ト
支
援
事
業
」
や

認
定
農
業
者
や
認
定
新
規
就
農
者
な
ど

に
対
す
る
「
雲
南
市
農
業
担
い
手
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
」
を
継
続
し
、
農
業

の
維
持
や
経
営
改
善
に
必
要
な
機
械
、

施
設
等
の
整
備
費
用
に
対
し
て
支
援
し

て
い
き
ま
す
。

 　

�　

ま
た
、
担
い
手
が
い
な
い
農
地
を
管

理
す
る
新
た
な
仕
組
み
づ
く
り
を
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

 

Ｑ
．農
家
所
得
の
向
上
に
つ
い
て 

 

Ａ
．�

持
続
可
能
な
食
料
生
産
の
た
め
に
は
、

生
産
コ
ス
ト
上
昇
に
見
合
っ
た
食
料
の

価
格
改
定
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 　

�　

そ
の
た
め
、
適
正
な
価
格
改
定
が
行

わ
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
づ
く
り
に

つ
い
て
、
国
や
県
へ
働
き
掛
け
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　
農
業
委
員
会
で
は
、
昨
年
10
月
、
令
和
７

年
度
の
雲
南
市
農
業
振
興
施
策
に
関
す
る
意

見
書
を
石
飛
市
長
へ
提
出
し
、
３
月
12
日
に

意
見
書
の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
回
答
書
の
概
要
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
掲
載
し
ま
す
。

１１
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進 

 

Ｑ
．作
り
や
す
い
水
稲
品
種
へ
の
転
換
に
つ
い
て 

 

Ａ
． 近
年
の
猛
暑
に
よ
り
、
コ
シ
ヒ
カ
リ
を

中
心
に
上
位
等
級
比
率
の
低
迷
が
続
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
連
携

し
な
が
ら
、
栽
培
暦
の
見
直
し
や
指
導

意見交換の様子意見交換の様子

回答書提出回答書提出

２２
中
山
間
地
域
に
お
け
る

中
山
間
地
域
に
お
け
る

農
業
の
継
続

農
業
の
継
続

 

Ｑ
．中
山
間
地
域
の
農
業
支
援
に
つ
い
て 

 

Ａ
． 中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
と
多
面

的
機
能
支
払
交
付
金
制
度
の
次
期
対
策

が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
各
協
定
の
広
域
化

に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
事
務
の
効
率
化
も
含
め
た
、
き
め

細
や
か
な
助
言
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

 

Ｑ
．地
域
計
画
の
推
進
に
つ
い
て 

 

Ａ
． ４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
地※

域
計
画
に
つ

い
て
、
適
宜
見
直
し
を
進
め
な
が
ら
、
よ

り
具
体
的
に
農
地
の
保
全
や
農
村
維
持

に
向
け
た
取
り
組
み
が
進
む
よ
う
、
関

係
機
関
や
地
域
と
連
携
し
な
が
ら
一
体

的
に
計
画
の
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

 

Ｑ
．鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て 

 

Ａ
． 市
内
の
狩
猟
免
許
所
持
者
は
、
令
和
元

年
と
令
和
６
年
を
比
較
す
る
と
５
年
間

で
44
％
増
加
し
て
い
ま
す
。
引
き
続
き

狩
猟
免
許
取
得
支
援
の
拡
充
を
行
い
な

が
ら
、
狩
猟
免
許
取
得
者
の
確
保
に
向

け
た
予
算
化
に
努
め
、
捕
獲
体
制
の
強

化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

 　

�　

そ
の
他
、
防
護
柵
（
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ

シ
ュ
）
を
一
括
購
入
し
、
希
望
さ
れ
る
団

体
（
営
農
組
織
・
集
落
な
ど
の
営
農
者

３
人
以
上
）
へ
貸
与
す
る
制
度
等
も
実

施
し
て
い
ま
す
の
で
、
予
算
確
保
と
事

業
周
知
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

 　

 　
ま
た
、
多
様
化
す
る
有
害
鳥
獣
被
害

に
対
し
、
先
進
的
な
取
り
組
み
事
例
な

ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
効
果
的
な
対

策
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
農
家
の
皆

さ
ん
の
営
農
意
欲
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
検
討
・
検
証
し
な
が
ら
対

策
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

 

Ｑ
．畜
産
振
興
に
つ
い
て 

 

Ａ
． 安
定
的
な
堆
肥
の
供
給
体
制
を
確
保
す

る
た
め
、
市
内
堆
肥
セ
ン
タ
ー
の
維
持
が

重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
施
設
の
長
寿

命
化
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　

意
見
書
に
対
す
る
回
答
書
は
、
農
業
委
員

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
）

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※�

地
域
計
画　
農
業
者
が
減
少
し
て
い
く

中
で
耕
作
放
棄
地
が
増
加
し
な
い
よ
う
、

10
年
後
の
地
域
に
お
け
る
農
地
利
用
の

姿
を
示
し
た
計
画

令
和
７
年
度

農委だより



全国農業新聞を読みませんか？
　毎週発行月額　　700円（送料、税込み）　申し込みは　農業委員会まで。3

 ３．特記事項 
⑴機械や育苗の運送経費は別途双方協議のうえ決定する。
⑵田植作業や籾摺作業の際、補助者が必要な場合は委託者負担とする。
⑶コンバインなどによる作業の際、稲の倒伏程度により１割倒伏・１割加算の基準で、双方協議のうえ料金を
加算する。
⑷深耕、稲わらの処分など、一覧表に無いものは別途双方協議のうえ決定する。
⑸色彩選別のみの作業の際は、別途双方協議のうえ料金を加算する。
⑹農作業料金に影響を及ぼす事態が生じた場合は、雲南市標準農作業料金検討協議会で協議し、決定した事項
については広報などで周知することとする。

 ４．ほ場条件 
※ほ場一区画の面積が 10a以上、おおむね乾田であるほ場での作業を想定して料金を算定した。
※ほ場の「軟弱」の程度、「不整形」、「湿田」の圃場は、おおむね 1割加算の基準で双方協議のうえ料金を決定する。

～令和７年度　雲南市標準農作業料金等一覧表～～令和７年度　雲南市標準農作業料金等一覧表～
雲南市標準農作業料金検討協議会において、次のとおり決定しましたのでお知らせします。

★この料金はあくまで標準の料金です。作業条件などにより双方協議のうえ決定してください。
★備考欄や３．特記事項、４．ほ場条件に記載してある事項については、それぞれの実情に応じて決めてください。
★ここに定めのない農作業については双方協議のうえ行ってください。
★この標準農作業料金等は、４月１日から適用します。

≪令和７年４月１日改定≫

 １．農作業賃金   雲南市標準農作業料金検討協議会
作業区分 種　別 単位 金額　（円） 備　　　　考
農 作 業 一般農作業 １日 8,800

 ２．農作業料金 �

作業区分 種　別 単　位 金額　（円） 備　　　　考消費税込み 消費税抜き
耕　　　起 10ａ 9,075 (8,250) ・ほ場周囲の機械作業が困難な場所の作業は委

託者が行う
・通し代とは、荒代、植代を同一人が受託して
行う作業である

代　掻　き
荒　　　代

10ａ
3,905 (3,550)

植　　　代 6,545 (5,950)
通　し　代 10,450 (9,500)

畦　塗　り １ｍ 73 (66) ・機械作業�

機械田植 一般田植機 10ａ 10,120 (9,200) ・肥料は別料金
・枕地の手植え、欠株の補植は委託者が行う側条施肥型 10,670 (9,700)

育　　苗 硬　化　苗 １箱 990 (900) ・種子代を含む
防　　��除 10ａ 2,750 (2,500) ・農薬は別料金

刈　　取 コンバイン 10ａ 25,300 (23,000) ・籾運搬費は別途

乾　　燥
18.0％以下

30㎏
451 (410)

18.1％～ 30.0％ 1,001 (910)
30.1％以上 1,100 (1,000)

籾　　摺　　り 30㎏ 660 (600)
色　彩　選　別 30㎏ 440 (400) ・籾摺りからの一連の作業料金※色彩選別のみの作業については特記事項⑸参照

地　目 地域名 平均額 最高額 最低額 筆数

田
（水稲）

雲南市全域 4,200円 10,600円 1,500円 183（50）
大 東 町 5,600円 �9,000円 3,000円 26（� 5）
加 茂 町 5,900円 �8,500円 3,000円 19（� 4）
木 次 町 1,600円 �2,500円 1,500円 77（� 3）
三 刀 屋 町 6,400円 10,600円 2,300円 36（28）
吉 田 町 7,200円 �8,500円 3,000円 20（10）
掛 合 町 3,600円 �3,600円 3,600円 5（� 0）

畑 雲南市全域 4,000円 5,000円 2,000円 24（� 0）

≪令和６年１月～12月公告分≫

＜（　）内は物納数：10a、1反あたり＞

雲南市賃借料情報雲南市賃借料情報 令和６年（１月～12月）に締結された賃貸借における10a当りの賃借料は
次のとおりでした。

農委だより



4

編 

集 

後 

記

　

昨
年
、
加
茂
町
で
は
２
人
の
若

い
担
い
手
農
家
が
誕
生
し
ま
し

た
。

　

Ａ
さ
ん
は
20
代
後
半
、
加
茂
町

三
代
地
区
で
、
ぶ
ど
う
農
家
の
ハ

ウ
ス
を
引
き
継
ぎ
、
加
え
て
宍
道

町
で
も
ぶ
ど
う
の
連
棟
ハ
ウ
ス
を

新
築
し
、
約
30
ａ
で
シ
ャ
イ
ン
マ

ス
カ
ッ
ト
や
ピ
オ
ー
ネ
、
神し
ん

紅く

な

ど
栽
培
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

Ｂ
さ
ん
は
30
代
前
半
、
同
じ
く

加
茂
町
三
代
地
区
の
斐
伊
川
の
近

く
に
約
50
ａ
を
借
り
、
ハ
ウ
ス
６

棟
を
建
て
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
栽
培

を
開
始
さ
れ
ま
す
。
既
に
昨
年
４

月
か
ら
牛
糞
堆
肥
を
投
入
し
土
壌

改
良
を
実
施
し
準
備
万
端
で
す
。

　

今
後
は
二
人
と
も
、
近
年
の
異

常
に
暑
い
夏
の
作
業
方
法
、
暑
さ

に
よ
る
生
育
へ
の
影
響
、
今
ま
で

と
違
う
病
害
虫
の
発
生
、
今
後
の

規
模
拡
大
や
手
伝
っ
て
も
ら
え
る

方
の
確
保
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
乗
り
越
え
て

い
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

市
内
の
若
い
担
い
手
農
家
の
皆

さ
ん
に
対
し
て
、
農
業
委
員
会
と

し
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
は
何
が
で
き
る
の
か
今
一

度
熟
考
し
、
実
行
し
て
い
く
必
要

を
感
じ
ま
し
た
。（

高た
か

橋は
し　

一か
ず

裕ひ
ろ

）

▲研修会の様子

１月30日・２月３日

合同研修会

農業委員
・

農地利用最適化
推進委員

　
農
業
委
員
、
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
を

対
象
と
し
た
合
同
研
修

会
が
大
原
地
区
と
飯
石

地
区
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ

れ
雲
南
市
役
所
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
研
修
会
で
は
制
度
改
正
に
伴
う
農
地
の
貸
借
や

転
用
に
係
る
手
続
な
ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

 農地転用とは…  農地転用とは… 
　農地を農地以外の用途（住宅、駐車場、倉庫、道路、太陽光パネル　農地を農地以外の用途（住宅、駐車場、倉庫、道路、太陽光パネル
の設置、植林、資材置場など）に変更することをいいます。自己所有の設置、植林、資材置場など）に変更することをいいます。自己所有
の農地でも同じです。の農地でも同じです。
　また、農地を一時的に資材置場や残土処理場、事務所などに転用さ　また、農地を一時的に資材置場や残土処理場、事務所などに転用さ
れる場合も事前の許可が必要です。れる場合も事前の許可が必要です。

 農地を転用するには…  農地を転用するには… 
　農業委員会の許可が必要になります。申請については農業委員会事　農業委員会の許可が必要になります。申請については農業委員会事
務局までご相談ください。務局までご相談ください。

 許可なく転用した場合は…  許可なく転用した場合は… 
　農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令などを行　農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令などを行
う場合があります。また、３年以下の懲役や300万円以下の罰金（法う場合があります。また、３年以下の懲役や300万円以下の罰金（法
人は１億円以下）が科せられることがあります。人は１億円以下）が科せられることがあります。

 許可を受けた後は…  許可を受けた後は… 
　許可後は速やかに工事に着手する必要があります。また、事業計画　許可後は速やかに工事に着手する必要があります。また、事業計画
どおりに施行しなければなりません。事業計画どおりに転用されていどおりに施行しなければなりません。事業計画どおりに転用されてい
ない場合には、指導、勧告、あるいは許可処分が取り消されることがない場合には、指導、勧告、あるいは許可処分が取り消されることが
ありますのでご注意ください。ありますのでご注意ください。

農地を農地以外にする場合には農業委員会農地を農地以外にする場合には農業委員会
の許可が必要です !!の許可が必要です !!

https://www.nounen.go.jp
検索詳しくは…

農業者なら誰でも入れる「終身年金」です！

一定の要件を満たす方には、月額最大１万円の保険料補助

加入で大きな節税効果！保険料は全額社会保険料控除の対象

農業者年金基金

※詳しくは農業委員会かお近くのJAへ！

年間60日以上農
業に従事

国民年金
第１号被保険者 60才未満

加入
資格

終身年金
で

安心！

農業者の方は、国民年金の上乗せの公的な年金
「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を！

令和４年から改正されました。
①３５歳未満の方は保険料下限額が２万円⇒１万円に引き下げ。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一定の要件あり）
②年金受給開始時期が選択できます。（６５才以上７５才未満で選択）
③６５歳まで加入できます。（国民年金任意加入者のみ）

農委だより


